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今月のキーワード今月のキーワード
「オキュパイ」運動

　先進34か国が加盟するOECD（経済協力開発機構）の調査結果では、25～44歳のフルタイムで子どもがい
る女性の平均給与は男性の平均と比べて61％低く、30か国の中で最悪。その原因は、夫の家事に費やす時間
が１日で平均59分と、女性の負担が大きいこと。また、「産後の職場復帰が難しく、低賃金の職しかない」と
し、「このままでは今後20年で日本の労働人口は１割以上減少する」と警告しています。

今月のキーワード今月のキーワード

｢日本は働く母親冷遇｣

　「占拠する」という直接行動的抗議運動。2011年２月エジプトのムバラク政権を倒した民衆が、カイロの
タハリール広場を占拠。５月には、スペインの「太陽の門」に緊縮政策で失業の増大に反対する若者が集ま
り占拠しました。有名なのは、アメリカの「ウォール街占拠」。所得格差、失業の増大、社会保障の削減、
それらをもたらした各国における新自由主義政策に抗議する運動です。

職員基本条例案の撤回を求める泉佐野市役所前行動（2012年12月19日）
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休
日
に
、
職
場
か
ら
離
れ
た

場
所
で
、
政
党
の
ビ
ラ
を
配
っ

た
こ
と
が
、
国
家
公
務
員
の
政

治
活
動
を
禁
じ
た
国
家
公
務
員

法
と
人
事
院
規
則
に
違
反
す
る

訴
さ
れ
た
国
公
法
弾
圧
事
件
。

　

２
０
１
２
年
12
月
７
日
、
最

高
裁
第
二
小
法
廷
（
千
葉
勝
美

裁
判
長
）
は
両
事
件
の
検
察

側
、
被
告
側
の
上
告
を
い
ず
れ

も
棄
却
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
東
京
高
裁
で
の
宇
治
橋
さ

ん
を
有
罪
と
す
る
罰
金
10
万
円

の
不
当
判
決
と
、
堀
越
さ
ん
の

無
罪
判
決
が
確
定
し
ま
し
た
。

　

千
葉
裁
判
長
は
、
公
務
員
が

行
っ
た
政
治
活
動
が
国
公
法
に

違
反
す
る
か
は
「（
制
限
の
範

囲
を
）
政
治
的
中
立
を
損
な
う

恐
れ
が
実
質
的
に
認
め
ら
れ
る

行
為
に
限
ら
れ
る
」
と
初
め
て

判
断
し
、
公
務
員
の
政
治
活
動

を
認
め
ま
し
た
。
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地
方
公
務
員
も
、
国
民
の
一

員
で
す
。
憲
法
上
の
政
治
活
動

の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
は
当

然
で
す
。
民
主
主
義
の
社
会
で

政
治
活
動
の
自
由
は
、
最
も
重

要
な
基
本
的
人
権
の
一
つ
で

す
。地
方
公
務
員
法
36
条
で
は
、

職
員
の
政
治
的
中
立
性
を
保
障

す
る
こ
と
で
、
地
方
公
共
団
体

の
行
政
の
公
正
な
運
営
を
確
保

し
、「
職
員
の
利
益
を
保
護
」す

る
た
め
に
、
一
定
の
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
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の
も
の
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公
務
員
の
政
治
活
動
と
表
現

の
自
由
が
争
点
と
な
っ
た
２
つ

の
事
件
の
た
た
か
い
は
、
大
阪

市
職
員
の
政
治
的
行
為
制
限
条

例
、
地
方
公
務
員
法
改
悪
な

ど
、
公
務
員
の
政
治
活
動
を
一

律
に
禁
じ
る
流
れ
に
く
さ
び
を

打
つ
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
府
下
自
治
体
で
は

様
々
な
違
法
・
違
憲
の
動
き
が

現
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
府
で
は

政
治
活
動
規
制
条
例
案
が
継
続

審
議
に
な
り
、
２
月
府
議
会
が

ヤ
マ
場
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
泉
佐
野
市
で
は
千
代

松
市
長
が
職
員
基
本
条
例
を
強

行
し
、退
職
手
当
削
減
条
例
も
、

労
使
交
渉
抜
き
に
強
行
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
泉
佐
野
市

職
労
は
大
阪
府
労
働
委
員
会
に

団
体
交
渉
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行

い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
吹
田
市

も
労
使
交
渉
を
拒
否
し
続
け
る

不
当
労
働
行
為
が
続
い
て
い
ま

す
。
労
働
者
の
団
結
権
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
暴
挙
で
す
。
こ

う
し
た
権
利
侵
害
を
許
さ
な
い

断
固
と
し
た
闘
い
を
す
す
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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は
、
総
選
挙
の
結
果
、
憲

法
改
悪
に
動
き
出
す
極
め
て
危
険
な
政
治

情
勢
の
中
で
、
夏
の
参
議
院
選
挙
に
む
け

て
も
大
変
重
要
な
闘
い
に
な
り
ま
す
。
消

費
税
増
税
や
原
発
推
進
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
阻

止
な
ど
の
国
民
的
共
同
運
動
を
大
き
く
広

げ
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
国
民
・
労
働
者
に
は
、
消
費
税

増
税
と
医
療
・
福
祉
・
年
金
・
生
活
保
護

の
改
悪
が
目
白
押
し
な
の
に
、
富
裕
層
や

大
企
業
に
は
さ
ら
な
る
減
税
。
経
団
連
に

い
た
っ
て
は
、
定
期
昇
給
の
「
見
直
し
」

を
言
い
、「
維
新
の
会
」
の
橋
下
氏
は
総

選
挙
中
に
「
最
低
賃
金
の
廃
止
」
を
公
言

す
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
労
働
者
の
実
態
を

顧
み
な
い
言
語
道
断
の
発
言
で
す
。

　

み
ん
な
の
力
で
、
賃
金
の
低
下
・
労
働

者
の
非
正
規
化
に
歯
止
め
を
か
け
、
今
こ

そ
労
働
者
の
賃
金
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、

地
域
経
済
の
活
性
化
で
国
民
・
労
働
者
が

実
感
で
き
る
景
気
の
回
復
を
職
場
・
地
域

か
ら
の
運
動
で
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

と
し
て
、
厚
生
労
働
省
課
長
補

佐（
当
時
）の
宇
治
橋
眞
一
さ
ん

と
旧
社
会
保
険
庁
職
員（
当
時
）

の
堀
越
昭
男
さ
ん
が
逮
捕
・
起

　

２
０
１
３
年
が
は
じ
ま
り
、
東
京
・
築

地
市
場
の
初
競
り
で
は
、
大
間
産
の
ク
ロ

マ
グ
ロ
が
１
億
５
５
４
０
万
円
と
い
う
史

上
最
高
値
で
競
り
落
と
さ
れ
ま
し
た
。
景

気
の
高
揚
を
願
う
国
民
の
声
に
後
押
し
さ

れ
る
か
の
よ
う
な
で
き
ご
と
で
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
末
の
総
選
挙
で
民
主
党
に

か
わ
り
、
再
度
の
自
民
党
安
倍
内
閣
発
足

の
も
と
、
株
価
の
上
昇
な
ど
「
景
気
は
上

向
き
」
と
マ
ス
コ
ミ
は
報
道
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
国
民
や
労
働
者
に
そ
の
実

感
は
な
く
、
安
倍
内
閣
に
期
待
と
い
う
よ

り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
厳
し
い
目
で
見
て

い
ま
す
。
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政
治
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動

のの  

規規  

制制

府・市、泉佐野、吹田などで続く
権利侵害を許さない闘いを

い
ま
こ
そ
賃
上
げ

い
ま
こ
そ
賃
上
げ
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を
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生
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改
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を
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公務員
も市民 政治活動の自由は憲法 が保障
マイナンバーマイナンバー
法案法案

導入されれば重大な弊害が
十分な国民的議論をすすめよう

　マイナンバ―法案は、国民の情報
のほとんどを共通の番号で一元管
理。そして、①民＝民＝官で利用。
最初の「民」は本人。次の「民」は
雇用主、金融機関、医療機関などの
広範な民間事業者。最後は「官」で

広範な公共機関が利用。次に、②番
号が正しいことを示すＩＣカードを
携帯し、取り引きなどの際に見せる
ことが必要となります。
　この制度の導入にはいくつもの問
題が懸念されます。①民間での個人
情報のプロファイリングが進む。②

「なりすまし」が重大な被害を引き
起こす。③個人別会計の導入など社
会保障の切り捨てに使われる可能性
が高い。④国家による国民情報の一
元管理がすすみ、国民の表現活動が
委縮していくなどの問題が考えられ
ます。


